
令和９年南九州市二十歳のつどいお祝い協賛品募集要項 

 

１ 目的 

二十歳を迎える若い世代の門出を南九州市民みんなで祝うとともに、本市と

本市にゆかりのある企業等の魅力を発信することを目的とします。 

２ 募集対象事業の概要 

事 業 名：令和９年南九州市二十歳のつどい 

日    時：令和９年１月３日（日） 

場    所：コミュニティセンター知覧文化会館 

予想出席者数：約230人（令和８年実績：239人） 

対 象 者：平成18年４月２日から平成19年４月１日までに生まれ、平成

25年４月１日以降に南九州市に住民登録されている者 

主    催：南九州市、南九州市教育委員会 

３ 募集対象 

  市内に事務所等を有する企業又は団体 

４ 募集内容 

 抽選会の景品として配付できるもの。配布数は任意です。 

種別 内容 提供品例 

物品、 

飲食物 

地域特産品、自社製品、販売商品等。 

飲食物については、原則として常温保管が可

能な物。 

お茶、米、自社製

品セット、電子機

器 

物品等 

引換券 

当日引き渡しが難しい、生ものや大型の物の

引換券。ただし、市内の店舗等で受け取り可能

な物に限る。 

牛肉引換券、電化

製品引換券 

食事券 市内の店舗等で使用できる食事券  

金券 クオカード、図書カード、ギフトカード  

５ 協賛者への特典 

 ⑴ リーフレット掲載 

   式典当日に配布するリーフレットに、協賛企業・団体の名称等を掲載いた

します。併せて、メッセージを掲載することも可能とします。 

 ⑵ 式典会場での掲示 

   式典会場に掲示する協賛一覧パネルに名称を掲示します。 

 ※⑴、⑵とも書体等の指定はできませんので、御了承ください。 

６ 注意事項 

ご提供いただく協賛品に係る費用は全て協賛者の負担によるものとします。 

また、協賛品については次のいずれにも該当しないものとします。 



⑴ 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの 

⑵ 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの 

⑶ 人権侵害となるもの又はそのおそれがあるもの 

⑷ 政治性、宗教性のあるもの 

⑸ 社会問題について主義主張のあるもの 

⑹ 公衆に不快の念又は危害を与えるおそれがあるもの 

⑺ その他教育委員会が不適当であると認めるもの 

７ 申込み方法 

⑴ 電子申請 

右記二次元コードから申請ください。 

⑵ 申込書の提出 

  別紙様式「令和９年南九州市二十歳のつどい」お祝い協賛品申込書を南九

州市教育委員会社会教育課社会教育係に持参、郵送又はメールで提出くださ

い。 

 【持参、郵送先】〒897-0215南九州市川辺町平山3234（川辺庁舎別館２階） 

南九州市教育委員会社会教育課社会教育係 

         ※新庁舎移転後は、新庁舎内の社会教育課となります。 

 【メール】shakyo@city.minamikyushu.lg.jp 

８ 申込み締切 

  令和８年11月30日(月) 17時必着 

９ 協賛品の納品 

 ⑴ 納品期間：令和８年12月７日(月)～18日(金) 

 ⑵ 納品場所：南九州市教育委員会社会教育課（新庁舎） 

10 その他 

ご提供いただいた協賛品に関して、引換券の偽装や事故等があった場合、南

九州市・南九州市教育委員会では責任を一切負いませんので、ご了承ください。  

11 お問合せ先 

〒897-0215 南九州市川辺町平山3234（川辺庁舎別館２階） 

南九州市教育委員会社会教育課社会教育係 

  TEL 0993-56-1111 FAX 0993-56-5970 

 ※新庁舎移転後は、新庁舎内の社会教育課となります。 

  



別紙様式 

「令和９年南九州市二十歳のつどい」お祝い協賛品申込書 

 

年  月  日 

 

南九州市教育委員会 殿 

 

申込者 所 在 地  

    名     称  

    代表者職・氏名  

    電 話 番 号  

 

下記のとおり申込みます。 

記 

 

協賛品 物品 ・ 飲食物 ・ 物品等引換券 ・ 食事券 ・ 金券 

協賛品の内容  

リーフレット

掲載内容 
 

連絡先 

担当部署・担当者氏名  

電話番号  

FAX 番号  

メール  

 


